
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２色以上の色領域が 織構造と関係な 散している染色布帛であって、個々の色領
域内において、他色を内包しない最大円を仮定したとき、該円の直径が布帛表面の平均糸
径に対して２倍以内であり、かつ、少なくとも１色の色領域については、該円の最大直径
が布帛表面の平均糸径に対して１／１０以上で

あることを特徴とする多色斑点状染色布帛。
【請求項２】
　布帛上における最濃色の色領域が、布帛表面の平均糸径に対して５倍以内の円の内部に
１つ以上存在することを特徴とする請求項１に記載の多色斑点状染色布帛。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、立体感および高級感を有する多色斑点状染色布 関する 。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、天然繊維は、合成繊維と異なり単繊維レベルでの微小な染め足の違いから、染
色品にナチュラル感があるとされてきた。さらにウールなどは、先染めした綿を１０色以
上も混ぜて編織し、一見無地でありながら、カラーミックス効果により素材感を高めたト
ップ染めの手法もよく行われている。また、合成繊維に関しても自然な色むら感を狙って
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、あるいは新規な視覚効果を目的として、微細な色の斑点を散らせたカラーミックス調の
着色を施されたものが提案されてきた。しかしながら、本来染め足の均一な合成繊維布帛
に濃淡の色むらをつけたり、はっきりした異色や濃淡の色差のある斑点をつけるためには
、次のような手法を取る必要があった。すなわち、
（１）あらかじめ、綿の段階で別々に染色された繊維を混紡した紡績糸や、糸の段階で別
々に染色された糸を混用して、編織し、布帛を形成する方法
（２）染色性の異なる繊維を混用して編織し、布帛とした後に、染色する方法
（３）ロール捺染もしくはスクリーン捺染により色数分だけ斑点模様をプリントする方法
（４）染料を含む粒子を作製し、布帛に付与して発色する方法
などである。
【０００３】
しかしながら、（１）の方法は、目的の色調の布帛を得るために糸綿染めの段階から準備
を行わなければならず、非常に長い工程を通過しなければならない。そのうえ、出来るカ
ラーミックスは、糸染めならば当然糸単位での部分的な色変わりとなるため、布帛表面に
あらわれる色範囲の大きさは１本の糸が単一色で染められている場合には、編織組織によ
って規則的な模様となり、部分染色の場合には、糸の染色長と編織組織のピッチの関係か
ら規則性が生じやすく、最小の斑点も糸幅×編織ピッチに限定される。また、綿染めの場
合は、色範囲の大きさは基本的に単繊維１本に限定され、編織組織によって方向性を持つ
。また、（２）の方法についても、染色こそ後加工段階で行えるものの、大きさの制約は
（１）と同様である。さらに、色調については、異色に染めわけ出来る染料と素材の組み
合わせが限定されるため、せいぜい２、３色どまりであり使える色の組み合わせも限定さ
れる。（３）の捺染による方法は、斑点の密度や大きさを決定するロールの彫刻模様や、
スクリーンの型の製作に手間と費用がかかるため、自由度が低く、さらに、斑点の色数が
多いと、その枚数分捺染を重ねなければならない。そして、得られる斑点の大きさは、ス
クリーンメッシュやロールの彫刻に限界があるため、あまり細かいものは作製できないし
、どうしても色斑点の分布に規則性や周期性が生じ、カラーミックスとしての布帛品位を
損ねる問題がある。（４）の方法については染料含有粒子の製法に関し、各種方法が提案
されている。染料を粗粒子化してから、その分散液をスクリーン捺染、コーティング、デ
ィップ等の手段により付与する方法は、後加工で簡単に付与できる上、１度の処理で、任
意の色の粒子の付与が可能なため、容易に任意の多色斑点染色が行える利点がある。
【０００４】
しかしながら、これらの方法では、特公昭５５－４２１９４号公報や、特公昭４０－２２
０３２号公報、特公昭４８－２２８７６号公報に挙げられている製法のように水溶性高分
子や活性剤と染料の凝固物を一旦、濾別、乾燥後、粉砕し、ふるいにかけてから用いると
いう技術の場合、粒子の大きさが任意で均一なものが得られ、安定性は高いが、工程がか
なり繁雑になるうえ、湿潤状態の泥状物を乾燥させるためのエネルギーロスが大きいため
少量多品種に向かず、即時対応が取りにくいという基本的な問題がある。あらかじめ、染
料含有粒子を調製しておくこともできるが、その場合、色彩や粒子の大きさが固定されて
しまうので、斑点の大きさを任意にとれなくなる問題がある。
【０００５】
上述したように、従来は、編織組織やスクリーンによって規則性、周期性が生じるか、そ
うでない場合も斑点の大きさが限定されることが多く、様々な布帛によって種々の多色斑
点染色をおこなうことは難しかった。また、高品位の染色布帛を目指して種々の設計を施
した際にも、斑点が目立ち過ぎたり、単にごみが付いているかのような印象を与えたり、
また、せっかくの布帛の編織構造による表面感を殺してざらついたイメージを与えるなど
の状態が多く、自然で上品な斑点状染色布帛が得られることはできなかった。したがって
、従来カラーミックス調と呼ばれる多色斑点染色布帛には類似の品位が多く、目新しくか
つ高級感やナチュラル感といった品位面で満足出来る素材設計を容易に行うことは難しい
状況であった。
【０００６】
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【発明が解決使用とする課題】
本発明によれば、２色以上の色が微小な面積で混じった、いわゆるカラーミックス調布帛
において、自然感があり、布帛の立体感や素材感を向上させる斑点染色設計のなされた染
色布帛を提供することができる。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の多色斑点状染色布帛は前記課題を解決するため以下の構成を有する。すなわち
、 ２色以上の色領域が 織構造と関係な 散してい
る染色布帛であって、個々の色領域内において、他色を内包しない最大円を仮定したとき
、該円の直径が布帛表面の平均糸径に対して２倍以内であり、かつ、少なくとも１色の色
領域については、該円の最大直径が布帛表面の平均糸径に対して１／１０以上で

あることを特徴とする多
色斑点状染色布帛である。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００１１】
本発明の多色斑点状染色布帛の特徴は、微小な色斑の大きさが、布帛表面が本来持つ凹凸
による陰影と調和することにある。それにより自然なカラーミックスになると同時に、素
材の持つ立体感、風合い感を損なわず、むしろ強調するため、より高級感が付与できると
いう特徴を有する。布帛上に細かい色斑があると、視覚効果により無地と比べてかなり表
面感が変わることが多い。特に、布帛が本来持っている表面構造による立体感、風合い感
は染色品の品位の重要な要素であるのに対し、付与される色斑がそれと合わないと、品位
はかえって悪影響を受けるのである。そして、布帛の微妙な表面感とは、布帛表面の糸に
よる凹凸が生み出す陰影が重要な要素であることから、この布帛表面の糸径と、色斑の大
きさが適切である場合に限り、相乗効果により高級感ある多色斑点状染色布帛が得られる
のである。
【００１２】
また、本発明の多色斑点状染色布帛の色斑は実質的に周期性、規則性を持たないため、特
定の部分が目を引いたり、パターンが浮き出るといったことがなく、無地調の、高品位な
外観を有する。
【００１３】
本発明において、多色斑点状染色布帛とは、布帛表面に２色以上の色斑が斑点状に入り交
じっている布帛のことをいう。
【００１４】
この場合、布帛が地色に染められ、その上に他色の斑点を施されて、地色の部分が残って
いる場合も、あるいは、全く未染着の白色部分がある場合についても、地色または白をそ
れぞれ布帛上の１色として考える。
【００１５】
布帛上の各色の色斑から形成される領域の形状や大きさは均一でもよいが、多少ばらつき
がある方が、より自然感があり、高級感が増す。また、形状が揃った色斑であっても、そ
の密度が高くなり、布帛上で重なったり同色の色斑が接して連続すると、図１で示される
ように、同一色からなる個々の領域は多様で込み入った形状となる。
【００１６】
このような場合、その色斑の大きさを特定することは難しい。しかしながら、本発明にお
いては、人の視覚と実際の多色斑点状染色布帛の品位感の関係から、個々の色の領域がど
のような形状であっても、その領域内において他の色が混じらない範囲が、布帛上の糸幅
に対し、一定の基準内の大きさであれば高品位な外観の布帛を得ることが可能となる。
【００１７】
本発明でいう布帛上の各色斑が占める領域とは、図１で示されるように、布帛を顕微鏡に
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よる肉眼観察やビデオ、写真、カラースキャナ等により拡大表示した際に、色差が認めら
れる色数ごとに、同一色とみなせる部分をいう。それらの個々の領域について図１中Ａの
ごとく、領域の境界に内接し他色を内包しない最も大きな円を仮定すると、色領域がどん
なに広い範囲に連続していようと、単一色として肉眼に認識される色の面積としてはこの
内接円Ａの大きさに近似できる。色斑が均一に分散しているのならば、布帛上の全色領域
について厳密に測定する必要はなく、一部分を観察すればよい。まれに飛び抜けて大きな
色面積があっても、それは、全体としての品位に対しては、欠点として観察できるか、無
視することができる。このような色領域の抽出と、大きさの特定は、肉眼により行うこと
もできるが、色斑の色差が明確である場合は、コンピュータによる画像処理を利用すると
さらに効率がよい。
【００１８】
本発明において糸径とは、布帛を構成する糸のうち、布帛表面に現われている糸の太さを
いう。経糸、緯糸では布帛表面での太さが異なるし、もともと異なる太さの糸が使われて
いる布帛もあり、その場合は、特にその布帛表面の凹凸感を決定している糸の太さをいい
、一般には表面に現われている糸のうち太いもののことをいう。
【００１９】
本発明においては、この糸径に対し、前述の各色の個々の領域中に仮定される円の直径を
２倍以内とするものである。糸径の２倍を越える場合、布帛自身の表面凹凸による陰影と
調和せず、目立ち過ぎるため、素材感が向上しないばかりか、逆に品位を殺し、安っぽい
印象を与える問題がある。また、少なくとも１色については直径が糸径の１０分の１以上
であるものである。糸径の１０分の１より小さい場合は、肉眼で認識される斑点としては
小さすぎるため、布帛の凹凸感の中に埋没しその布帛の素材感、立体感に対し、相乗効果
を上げる事はできない問題がある。より好ましくは、各色が１倍未満の範囲にあると、凹
凸感を形成する糸径を超えることがないため、糸により構成される凹凸と一体化し布帛の
立体感を損なわず、より高級感があり好ましい。
【００２０】
布帛の織り密度が低く、糸と糸の間隙が広い場合、糸径より大きい色領域は、複数の糸に
またがって、間隙で分断されることが多くなるが、他の色が挟まらない限り、この場合も
実質同一色として連続しているとみなす。
【００２１】
この糸径と色領域の関係については、布帛を拡大観察した時に、個々の色斑の中に、表面
に出ている糸が糸幅方向において完全に入っているものが観察されるかどうかで、おおま
かに見分けることができる。
【００２２】
本発明においては、また、色斑の密度も、布帛の品位に関係する。本発明においては、布
帛上の色のうち、最濃色の色領域が、布帛表面の平均糸径に対して５倍以内の円の内部に
必ず１つ以上存在することが好ましく、斑点がそれよりまばらであると、布帛上でその色
の斑点が目立ちすぎて自然感を損なうことがあり、場合によっては汚れがついているかの
ような印象を与えることもあるのである。該色斑が糸径の３倍以内の円の内部に１つ以上
存在すると、さらに均一な印象を与えより好ましい。
【００２３】
本発明によれば布帛上の色の組み合わせを任意に取ることができ、多色であっても、上品
であるため、より複雑な表現が可能であるが、比較的近い色相、濃度の色斑を中心に混合
した布帛が表面の凹凸感と色のなじみがよくなってより品位が高いものとすることができ
る。
【００２４】
対象となる布帛は、素材および編織構造ともに特に限定されるものではない。
ちりめんなどのように、糸による凹凸よりも構造からなる大きな凹凸が目立つ布帛も多い
が、そのような大きな陰影よりも、糸による細かな陰影が色斑とマッチしていることの方
が、品位に対して重要であるため、本技術を用いることができる。
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【００２５】
次に本発明の多色斑点状染色布帛の製造方法について説明する。
【００２６】
本発明の多色斑点状染色布帛は、染料含有粒子を、あらかじめ色斑が重ならないよう低い
粒子密度で布帛に付与し発色して、布帛に染色される色斑の大きさを拡大観察により測定
しておき、その粒子の短径が、付与しようとする布帛表面を拡大鏡などで観察し計測した
糸径に対して、２倍以内でありかつ、少なくとも１色については１０分の１以上の範囲に
ある染料含有粒子を用い、染着させるものである。
【００２７】
この範囲の大きさの染料含有粒子を用いれば、その色の粒子が高い密度で布帛に付与され
た場合に色斑が重なり合い不定形に連続しても、基本的にその色領域のうち他の色が混じ
らない範囲は、その色の染料含有粒子の単粒子により染着される面積に近くなるため、本
発明の多色斑点状染色布帛を得ることができる。
【００２８】
　また、染料含有粒子によって染着される布帛上の色斑があまり少ないと、色斑がまばら
となり、逆に地色、もしくは未染着の白場の領域が広くなって、本発明の高品位な染色布
帛にならないため、染料含有粒子による染着面積は、全色合計で、布帛表面の４０％以上
となるように染料含有粒子の密度を調整す
【００２９】
染料含有粒子の調製方法は、布帛によって、適切な粒子径を取る必要から、粒子径を任意
に簡単に変えられる調製方法が望ましい。
【００３０】
そのような調製方法としては、特に限定されるものではないが、例えば、染料とエマルジ
ョン化した水不溶性液体を含むポリアニオン高分子の水溶液を、ポリカチオンの水溶液に
添加しながら攪拌することで、イオンコンプレックスによる染料含有凝固物を形成する方
法を用いることができる。この攪拌スピードを変えることにより、任意に粒子径を変える
ことができる。このような方法では、粒子径は、均一ではなく、ある程度ばらつきができ
るが、むしろ布帛の自然感、高級感の向上に貢献する。ただし、本発明の範囲よりかなり
大きい粒子が、わずかでも混じっていると、その部分は布帛上で非常に目立ち欠点となり
やすいため、布帛に付与する前にあらかじめ、ろ過あるいは遠心分離などの方法で除去す
ることが望ましい。
【００３１】
また、布帛の素材についても、使用した染料が作用するものであれば特に限定されるもの
ではなく、各種素材を使用でき、組織も編織物、不織布など用途に合わせて使用できる。
【００３２】
以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。
【００３３】
【実施例】
［実施例１および比較例１］
以下の染料、ポリアニオン高分子および水不溶性液体と界面活性剤、水を混合し、水中油
滴型のエマルジョンを含むポリアニオン液として１００部用いた。
【００３４】
ダイアニックス　イエロー　ＡＮ－Ｐ（ Dianix Yellow AN-P）　０．５重量％
ダイアニックス　レッド　Ｂ－Ｐ（ Dianix Red B-P）　　　　　０．３重量％
ダイアニックス　ブルー　ＫＲＮ－Ｐ（ Dianix Blue KRN-P ）　０．１重量％
（以上、三菱化学株式会社製、分散染料）
スノーアルギン　Ｍ　　　　　１．５重量％
（富士化学株式会社製、アルギン酸ソーダ）
ミネラルスピリットＡ　　　４０重量％
（日本石油株式会社製，第４類第２石油類）
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ノニポール９５　　　　　　　１重量％
（三洋化成工業株式会社製、界面活性剤）
水　　　　　　　　　　　　５６．６重量％
また、ポリアリルアミン塩酸塩を４重量％の水溶液として、１５０部用いた。この水溶液
に上記のポリアニオン水溶液を滴下しながら、市販のホモミキサーで攪拌し、水中に粒子
の短径が２４０μｍ以下の茶系の染料含有粒子が分散した状態の液を得た。同様にして、
染料が下記の内容で、その他の成分の組成は等しい紫系の粒子液を調製した。ただし、攪
拌スピードを遅くすることで、粒子の短径を平均３２０μｍとした。
【００３５】
ダイアニックス　イエロー　ＡＮ－Ｐ（ Dianix Yellow AN-P）　０．１重量％
ダイアニックス　レッド　Ｂ－Ｐ（ Dianix Red B-P）　　　　　０．５重量％
ダイアニックス　ブルー　ＫＲＮ－Ｐ（ Dianix Blue KRN-P ）　０．３重量％
この粒子液を６０メッシュのふるいを用い吸引ろ過した。
【００３６】
以上の２色の粒子液は、あらかじめ、それぞれの布帛上での染着粒子の大きさを調べるた
め、粒子液５部に対し、タンテルガムＦ１０重量％液（大日本製薬株式会社製）５０部と
混合し、ポリエステルブロードに付与し、発色洗浄工程を経て、粒子がまばらに点在する
布帛を得た。この染着した色斑の大きさを、マイクロスコープで観察すると、茶色と紫色
の色斑の短径が概ね２４０μｍおよび３２０μｍ以下であった。この粒子液２種類を１：
１で混合し、２色の粒子を含む液とした。
【００３７】
この粒子液３０部に対し、糊剤としてタンテルガムＦ１８重量％液（大日本製薬株式会社
製）５０部、水２０部を混合し、染料粒子が分散した状態のコーティング糊▲１▼を得た
。
【００３８】
この糊を顕微鏡で観察したところ、糊中に２色の染料含有粒子が分散した状態であった。
【００３９】
また、同じ粒子液１０部に対し、タンテルガム６０部、水３０部を混合し、染料含有粒子
の含有量が異なるコーティング糊▲２▼を得た。
【００４０】
次に、コーティング糊▲１▼を、４０メッシュのスクリーンを用いて、糸径が１８０μｍ
から４８０μｍと異なるポリエステル布帛にそれぞれコーティング付与し、サンプルＡ、
Ｂ、Ｄ、Ｅとした。コーティング糊▲２▼を用いてサンプルＢと同じ布帛に付与したもの
をサンプルＣとした。また、糸径が１５０μｍのポリエステル布帛に糊▲１▼を付与した
ものを比較例１としてサンプルＦとした。付与量は、約１２０ｇ／ｍ 2  であった。
【００４１】
布帛を乾燥後、通常のＨＴスチーマによる発色工程および、水洗、ＲＣ洗浄工程を経て、
カラーミックス調布帛を得ることができた。
【００４２】
これらの布帛を観察した結果、糊▲１▼の染料含有粒子によって染色された領域は、もと
の斑点に比べ、それぞれくっつきあって大きな範囲に連続した状態であったが、同一色領
域内に他の色を内包しない単一色の円を仮定すると、その直径は、概ね３２０μｍ未満の
大きさであった。地色である白の領域についても同様に、他の色を内包せず布帛上の染着
面積は、２色あわせて約７０％であった。
【００４３】
それぞれの布帛の品位を評価した結果、前述の円の直径が布帛表面の糸径に対し、本発明
の範囲内にあるサンプルＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅは、布帛に立体感を付与し、かつ自然な品位
であったのに対し、比較例１として本発明からはずれるサンプルＦは、布帛の品位に対し
て、やや色斑が目立ち過ぎ、布帛が本来持っていた表面感が失われた状態であった。糊▲
２▼によるサンプルＣは、糊▲１▼による同じ布帛のサンプルＢに比べると、色斑がまば
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らでやや目立ちやすいものであった。このサンプルＣを拡大鏡で観察すると布帛上の色斑
が少ないため、紫色の色斑を含まない部分は、概ね糸径の６倍以上の直径の円の面積があ
った。また、布帛上の染着面積は、約３０％であった。結果を表１に示す。
【００４４】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［実施例２および比較例２］
実施例１と同様にして、以下の染料を含有する青紫色の微粒子液を作製した。ただし、ミ
キサーでの攪拌スピードを変えることで、平均長径が４０μｍから４００μｍの５種類の
微粒子液とした。
【００４５】
ダイアニックス　レッド　Ｂ－Ｐ（ Dyanix Red B-P）　　０．４重量％
ダイアニックス　ブルー　ＫＲＮ（ Dyanix Blue KRN ）　１．０重量％
（以上、三菱化学株式会社製、分散染料）
これらの微粒子液を、実施例１と同様にしてコーティング糊とし、２種類の布帛に付与し
，通常の発色、洗浄工程を経た後、できた斑点状染色布帛を観察した。その結果を表にま
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とめた。このうち、本発明でいう色領域中に仮定できる最大円と布帛表面の糸径の比率が
本発明の範囲より小さいサンプルＯの場合は、素材の表面感がほとんど変わらず、カラー
ミックスの効果が見られなかったのに対し、サンプルＧ、Ｈ、Ｉ、Ｋ、Ｌは、見た目にソ
フトな立体感があり、最も高級感が感じられる仕上がりになった。また、サンプルＪ、Ｍ
、Ｎは、見た目にシャリ感が感じられる素材となった。しかし、本発明より上記比率の大
きい比較例サンプルＰは、荒すぎて粒子感が強すぎ、品のない印象であった。
【００４６】
結果を併せて表１に示す。
【００４７】
【発明の効果】
本発明によれば、２色以上の色が、微小な斑点として混在するカラーミックス調染色布帛
に関し、高級感、自然感があり、素材の持つ立体感を高めた、新規で高品位な染色布帛を
容易に提供できるため、特にファッション分野において有用性が明らかである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の多色斑点状染色布帛の色斑点の一例をモデル的に示す概略図である。
【図２】本発明の多色斑点状染色布帛の色斑点の他の一例をモデル的に示す概略図である
。
【符号の説明】
Ａ：色領域内に仮定する最大円
Ｂ：Ａと異なる色についてその領域内に仮定する最大円
Ｃ：地色についてその領域内に仮定する最大円
Ｄ：布帛上で最濃色の色斑
Ｅ：平均糸径の５倍の直径の円
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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